
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～外貨コンテナ迷入犬等に係る注意喚起～ 

《動物検疫所 長崎空港出張所》 

 

動物検疫所では、日本への狂犬病侵入を防ぐため、海外から輸入される犬 

  等（犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク）を対象に、狂犬病予防法に基 

づいた輸入検疫を行っています。 

 

狂犬病は、人を含む全ての哺乳類に感染し、発症すればほぼ 100％死に至る 

恐ろしい病気です。まれにですが、海外から船舶等で輸入されるコンテナ内に 

犬等が迷い込んで日本に到着してしまう場合があります。このような犬等は、 

狂犬病にかかっている可能性があり慎重な対応が必要です。 

  

 保税地域等でコンテナ内に迷入りしている犬等を発見した場合は、以下の 

点に注意して下さい。 

 

１ コンテナへ迷入りしている犬等は狂犬病に羅漢しているお恐れがあります。 

２ 外国貨物コンテナ内に犬や猫などを発見した場合は、絶対に触らず、速や 

かにコンテナの扉を閉め、また、万一、犬や猫などが逃亡した場合にも無理 

に捕獲しようとせず、直ちに最寄りの保健所又は動物検疫所に連絡してくだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動 物 検 疫 所 からのお願 い 
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※動物検疫所ＨＰ  

「狂犬病予防法の解説」 URL: https://www.maff.go.jp/aqs/hou/52.html 


